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CompanyProfile   



たばこと公衆衛生政策  

フィリップモリスインターナショナルは、たばこ製品の製造、マーケテイン  
グ、販売、使用に関する包括的な規制を支持します。   

◆  



環境中たばこ煙と公共の場所における喫煙  

環境中たばこ煙とは、火のついたたばこの先端から出る煙（ガス と 状と粒子状の物質からなる）、喫煙者が吐き出す煙を合わせた  
もののことをいいます。  

◆  

◆公衆衛生当局は、環境中たばこ煙が、成人の非喫煙者に肺がん   
や心臓病などの疾病を引き起こし、また子供たちに喘息、呼吸器   
感染、乳幼児突然死症候群などを引き起こす原因にもなる、と結   
論づけています。  

◆環境中たばこ煙のある場所にとどまるかどうか、また喫煙者であ   
れば、いつどこで喫煙するかについての判断は、環境中たばこ煙   
が健康に及ぼす影響に関する公衆衛生当局の見解によって導か   

れるべきです。  

◆また、特に子供への影響を考えて、子供の周りでは喫煙を控える   
など、十分な配慮が必要です。   



世界の公共の場所での喫煙規制状況  

＊国・連邦レベルでの規制についての調査。州レベルでの規制は対象外。   



主な国における公共の場所での喫煙規制の状況  

●2007年7月1日から、学校、職場、医療機関、レストランの室内外、バー、クラブ、劇場、航空機、空港、鉄道、駅、フェ  
リー、バス、デパート、博物館、銀行、スポーツ施設において全面禁煙。  

●学校、病院、公共交通権開などが、禁煙。  
．2005年1月に屋内喫煙規制が施行され、職場、レストラン、バー／クラブ、デパート、博物館、金融機関、ホテル、スポー  
ツ施設などでも原則として禁煙だが、重などで完全に分離した喫煙室を設置することが可能。（飲食の提供は可能）  

・2006年1月から、国レベルおよび幾つかの地域において、学校、職場、医療機関と、デパ→ト、美術館、銀行、娯楽施  
設、ほとんどの公共交通機関などの公共施設で禁煙。  

・喫煙は、バーやレストランにおいて、面積が100ポ未満の店舗では、喫煙ルールを決める裁量が事業主に認められて  

おり、喫煙が許された店舗でのみ可能。100ポ以上の店舗では、完全に分離された喫煙席の設置が可能。（飲食の  
サービス提供は可能。喫煙可の店舗／喫煙席への未成年者の入店／入室は不可  

屋‰ベルでの卿  

．2007年9月、連邦レベルで官公庁施設、公共交通機関、駅およびプラットホーム、及びフェリーでの禁煙法が施行。  
学校では、一部の職員室を除き、全面禁煙。  

・接客業においては、2008年3月以降、業界内の90％以上の施設において、店舗面積の50％以上を禁煙席とする事を  
政府と業界が合意。  

・公共の場所での喫煙を制限する州レベルでの規制があり、′くイ工ルン州を除いて、分離された喫煙室の設置が可能。  

魯・  
．現時点において、連邦レベルの規制はない。現在、29の州で州法による規制があり、37の州で自治体による規制が  
ある。また、14の州が、州法によりレストラン、バーを禁煙にしている。   



日本における社会事情   



公共の場所の種類と喫煙についての基本的な考え方  

く｝  
バーやレストランなどの事業者に対して、喫煙を  
禁止することや制限すること、もしくは喫煙でき  

るようにすることを決定する裁量が  

認められるべきと考えます。  

人々が行かなければならない場所では、  
禁煙を含む規制を行うべきと考えます。  

■ ■ ■ ■ ■  ll■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 一  1■「 コ コ  「 二＝Ⅰニコ 「  

未成年者を主な対象とした  

施設（学校、福祉施設など）においては、  

喫煙は禁止されるべきです。  

喫煙が許された場所においては、その施設管理  
者が、「環境中たばこ煙は、非喫煙者の病気の原  
因となる」という公衆衛生当局の結論を掲示する  

ことを義務付けるべきと考えます。   
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